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Ⓨ⾜᪥: 2014-05-08

○ 〇㐀⪅ሗ

○ ౪⤥⪅/㈍⪅ሗ

- ᘬⅆᛶᾮయ : ༊ศ2
- ⓶⭉㣗ᛶ/่⃭ᛶ : ༊ศ1A
- ║䛻ᑐ䛩䜛㔜⠜䛺ᦆയ䠋่⃭ᛶ  : ༊ศ1

ᮌ⏫30-32ࡢ㜰ᗓ྿⏣ᕷỤࠉ564-0053ࠛ :

- FAX : 06-6330-7083

2. ༴㝤᭷ᐖᛶሗ
A. GHSศ㢮

- ᢸᙜ㒊⨫ : ရ㉁⟶⌮㒊
- 㟁ヰ : 06-6330-7118

Ᏻ䝕䞊䝍䝅䞊䝖䠄SDS䠅
MA830 

ᨵゞ᪥: 2016-06-01 R0002.0001 :ࣥࣙࢪ࣮ࣂ

1. Ꮫ〇ရࡧࡼ࠾♫ሗ
A. 〇ရྡ

C. 〇㐀ᴗ⪅/౪⤥⪅/ὶ㏻ᴗ⪅ሗ

- 〇㐀ඖ/౪⤥ඖ : ITW Polymers Adhesives, North America
- ఫᡤ : 30 Endicott Street, Danvers, MA 01933

- MA830 

B. 〇ရ່ࡢ࿌⏝㏵⏝ୖࡢไ㝈
- ⏝㏵ : ᵓ㐀⏝᥋╔
- ⏝ୖࡢไ㝈 : ᡤᐃ䛾⏝㏵௨እ䛻⏝䛧䛺䛔䛣䛸

- ౪⤥ඖ/㈍ඖ : ᰴᘧ♫ITW㺨㺽㺪㺉㺎㺭㺻㺛㺬㺽㺶㺭㺎㺛㺼㸤㺪㺷㺐㺛㺼㺚㺼㺊㺨㺽㺻
- ఫᡤ

- ║䛻ᑐ䛩䜛㔜⠜䛺ᦆയ䠋่⃭ᛶ  : ༊ศ1
- ⓶ឤసᛶ : ༊ศ1
- ᶆⓗ⮚ჾ䠋㌟ẘᛶ䠄༢ᅇᭀ㟢䠅 : ༊ศ3䠄Ẽ㐨่⃭ᛶ䠅

ࣝ࣎ࣥࢩ ○

○ ಙྕㄒ

○ ༴㝤᭷ᐖᛶሗ

○ ὀព᭩ࡁ
1) ண㜵

2) ᑐᛂ

- P280 ಖㆤᡭ⿄/ಖㆤ⾰/ಖㆤ║㙾/ಖㆤ㠃ࠋࡇࡿࡍ⏝╔ࢆ
- P281 ᣦᐃࡓࢀࡉಶே⏝ಖㆤලࢆ⏝ࠋࡇࡿࡍ

- P301+P330+P331 㣧ࡳ㎸ࡔࢇሙྜ㸸ཱྀࠋࡇ࠸࡞ࡏྤ⌮↓ࠋࡇࡄࡍࡍࢆ
- P302+P352 ⓶╔ࡓࡋሙྜ㸸ከ㔞ࡢỈ▼㮯࡛Ὑࠋࡇ࠺

- P260 ⢊ࢺࢫ࣑/ࢫ࢞/↮/ࢇࡌ/Ẽ/ࢆ࣮ࣞࣉࢫ྾ධࠋࡇ࠸࡞ࡋ
- P264 ྲྀᢅᚋ䛿ᡭ䜢䜘䛟Ὑ䛖䛣䛸䚹
- P270 ࡢࡇ〇ရࢆ⏝ࡿࡍࠊ㣧㣗ࡣࡓࡲႚ↮ࠋࡇ࠸࡞ࡋࢆ
- P271 ᒇእࡣࡓࡲẼࡢⰋ࠸ሙᡤ࡛ࡳࡢ⏝ࠋࡇࡿࡍ
- P272 ởᰁࡓࢀࡉసᴗ⾰ࡣసᴗሙࡽฟࠋࡇ࠸࡞ࡉ

- H335 ྾ჾࢀࡑ࠾ࡢ่⃭ࡢ

- P201 ⏝๓ᢅྲྀㄝ᫂᭩ࢆධᡭࠋࡇࡿࡍ
- P202 ࡚ࡢᏳὀពࢆㄞࡳ⌮ゎࠋࡇ࠸࡞ࢃᢅࡾྲྀ࡛ࡲࡿࡍ

- H225 ᘬⅆᛶ䛾㧗䛔ᾮయ䛚䜘䜃Ẽ
- H314 㔜⠜࡞⓶ࡢ⸆യ࣭║ࡢᦆയ
- H317 ࣮ࢠࣝࣞᛶ⓶ᛂࢆ㉳ࢀࡑ࠾ࡍࡇ
- H318 㔜⠜ࡢ║࡞ᦆയ

B. ண㜵ᥐ⨨ᩥྃࡴྵࢆ㆙࿌⾲♧㡯┠

- ༴㝤
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3) ಖᏑ

4) ᗫᲠ

○ NFPA➼⣭㸦0ࠥ4ẁ㝵㸧

䠖ΰྜ≀
䠖䜰䜽䝸䝹ᶞ⬡⤌ᡂ≀

CAS No. ᐁሗබ♧␒ྕ PRTRἲ ྵ᭷㔞(%)
80-62-6 2-1036 ➨1✀, 420ྕ 56.9
Ⓩ㘓῭䜏 Ⓩ㘓῭䜏 䇲 1-10
Ⓩ㘓῭䜏 Ⓩ㘓῭䜏 䇲 30-40
79-41-4 2-1025 ➨1✀, 415ྕ 4.8

*GHS༴㝤᭷ᐖᛶศ㢮ᑐ㇟≀㉁䛸᪥ᮏᅜෆἲつไᑐ㇟≀㉁䛾䜏グ㍕
䝯䝍䜽䝸䝹㓟 Methacrylic acid

-

- ಖ : 3, ⅆ⅏ : 0, ᛂᛶ : 2

3. ⤌ᡂཬࡧᡂศሗ

䝂䝮ᡂศ

4. ᛂᛴᥐ⨨
A. ║ࡢ᥋ゐ

ࠋࡇ࠸࡞ࡽࡍࡇࢆ║ -

- P333+P313 ⓶่⃭ࡣࡓࡲⓎ⑈ࡓࡌ⏕ࡀሙྜ㸸་ᖌࡢデ᩿/ᡭᙜ࡚ࠋࡇࡿࡅཷࢆ
- P363 ởᰁࡓࢀࡉ⾰㢮ࢆ⏝ࡍሙྜࡣὙ℆ࠋࡇࡿࡍࢆ

- P403+P233 ẼࡢⰋ࠸ሙᡤ࡛ಖ⟶ࠋࡇࡿࡍᐜჾࢆᐦ㛢ࠋࡇࡃ࠾࡚ࡋ
- P405 㘄࡚ࡋಖ⟶ࠋࡇࡿࡍ

- P501 ෆᐜ≀/ᐜჾࢆ㒔㐨ᗓ┴/ᕷ⏫ᮧࡢἲ௧࣭つ๎ᚑ࡚ࡗᗫᲠࠋࡇࡿࡍ

C. ᭷ᐖ•༴㝤ᛶศ㢮ᇶ‽ࡢࡑ࠸࡞࡚ࢀࡲྵࡢ᭷ᐖ•༴㝤ᛶ

- ༢୍〇ရ䞉ΰྜ≀䛾༊ู
- ୍⯡ྡ

Ꮫ≀㉁ྡ ័⏝ྡཬ䜃␗ྡ

䝸䞁㓟䜶䝇䝔䝹 -

- P308+P313 ᭀ㟢ࡣࡓࡲᭀ㟢ࡢᠱᛕࡿ࠶ࡀሙྜ㸸་ᖌࡢデ᩿/ᡭᙜ࡚ࠋࡇࡿࡅཷࢆ
- P314 Ẽศࡀᝏ࠸ࠊࡣ་ᖌࡢデ᩿/ᡭᙜ࡚ࠋࡇࡿࡅཷࢆ
- P321 ≉ู࡞ฎ⨨ࡀᚲせ࡛ࡿ࠶

- P303+P361+P353 ⓶㸦ࡣࡓࡲ㧥㸧╔ࡓࡋሙྜ㸸┤ࡕởᰁࡓࢀࡉ⾰㢮ࡾྲྀ/ࡇࡄ⬺࡚ࡍࢆ㝖ࠋࡇࡃ⓶
ࢆὶỈ/࡛࣮࣡ࣕࢩὙࠋࡇ࠺
- P304+P340 ྾ධࡓࡋሙྜ㸸✵Ẽࡢ᪂㩭࡞ሙᡤࠊࡋ⛣྾࠸ࡍࡸࡋጼໃ࡛ఇᜥࠋࡇࡿࡏࡉ
- P305+P351+P338 ║ධࡓࡗሙྜ㸸Ỉ࡛ᩘศ㛫ὀព῝ࡃὙࠋࡇ࠺ḟ࡚࠸࡚ࡋ⏝╔ࢆࢬࣥࣞࢺࢡࢱࣥࢥᐜ᫆እ
ࠋࡇࡿࡅ⥆ࢆὙίࡶᚋࡢࡑࠋࡇࡍእࡣሙྜࡿࡏ

䝯䝍䜽䝸䝹㓟䝯䝏䝹 Methyl methacrylate, MMA

E. ᛴᛶࡧࡼ࠾㐜ᘏᛶࡢ࡞≧/ᙳ㡪
ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࠋࡇࡿࡅཷࢆ⒪ࡢ་ᖌࡕ┤ -
- ⓶ࢇࡲࡢᘏࢆ㜵ࠋࡇࡄ

C. ྾ධẘᛶ
- ከ㔞ࡢẼࢺࢫ࣑ࡸ᭚㟢ࡓࢀࡉሙྜࡕ┤ࠊ᪂㩭࡞✵Ẽࡿ࠶ࡢሙᡤࠋࡇࡍ⛣
- ᚲせᛂ࡚ࡌ㐺ษ࡞ᥐ⨨ࠋࡇࡿࢆ
ࠋࡇࡿࡅཷࢆ⒪ࡢ་ᖌࡕ┤ -

F. ᛂᛴฎ⨨ࡧࡼ࠾་ᖌࡢὀព㡯
ࠋࡇࡿࡵồࢆຓゝࠊ⨨ᥐ࡞་Ꮫⓗࠊ㟢ᠱᛕࡃࡤ㟢ࡃࡤ -

5. ⅆ⅏ࡢᥐ⨨
A. ᾘⅆ

- ⢊ᮎ䚸Ⅳ㓟䜺䝇䚸Ἳ䚸⇱◁

B. 䛳䛶䛿䛺䜙䛺䛔ᾘⅆ
- Ỉ䠄⅖䜢ᣑᩓ䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䠅

- 㔞ࡢỈࢆ⏝ࠊ࡚ࡋᑡ15ࡶࡃ࡞ศ㛫║ࢆὙ࠸ὶࠋࡇࡍ
ࠋࡇࡿࡅཷࢆ⒪ࡢ་ᖌࡕ┤ -

B. ⓶╔ࡓࡋሙྜ

D. 㣧ࡳ㎸ࡔࢇሙྜ
- ྤࡣ࡚࠸ࡘ࠺ࡁࡍࢆ་ᖌࡢຓゝࠋࡇࡿྲྀࢆ
ࠋࡇࡄࡍࡍࢆỈཱྀ࡛ࡕ┤ -
ࠋࡇࡿࡅཷࢆ⒪ࡢ་ᖌࡕ┤ -

ࠋࡇ࠸࡞ࡽࡍࡇࢆ║ -
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6. ₃ฟࡢᥐ⨨

C. ≉᭷䛾༴㝤᭷ᐖᛶ
- 㧗⃰ᗘ䛾Ẽ䛜✵Ẽ䛸ΰྜ䛩䜛䛸⇿Ⓨ䛩䜛ᜍ䜜䛜䛒䜛䚹
- ᾘⅆάື䛾㝿䛻䛿᭷ẘ䜺䝇䛜Ⓨ⏕䛩䜛䛾䛷䚸↮䜢྾ධ䛧䛺䛔䜘䛖䛻ὀព䛩䜛䚹
- 㧗 䛻⨨䛛䜜䛯ᐦ㛢ᐜჾ䛿㔜ྜ䛻䜘䛳䛶◚䛩䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
- Ẽ䛿✵Ẽ䜘䜚䜒㔜䛟╔ⅆ※䛻⛣ື䛧䛶㏫ⅆ䜢㉳䛣䛩ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䚹
- ᘬⅆ䛧䛯ᾮయ䛿Ỉ㠃ୖ䜢ᾋ㐟䛩䜛

D. ≉ᐃ䛾ᾘ᪉ἲ
- 㐺ษ䛺ಖㆤල䜢╔⏝䛩䜛䚹
- 㜵ㆤ᭹䜢╔⏝䛧䛶䛔䛺䛔ே䜢సᴗሙ䛛䜙㐲䛦䛡䜛䚹
- ྍ⇞ᛶ䛾䜒䛾䜢࿘ᅖ䛛䜙⣲᪩䛟ྲྀ䜚㝖䛟䚹
- ึᮇ䛾ⅆ⅏䛻䛿䚸⢊ᮎ䚸Ⅳ㓟䜺䝇䚸⇱◁䛺䛹䜢⏝䛔䜛䚹
- つᶍⅆ⅏䛻䛿䚸Ἳᾘⅆჾ䜢⏝䛔䛶✵Ẽ䜢㐽᩿䛩䜛䚹
- ὀỈ䛷䝍䞁䜽䜢෭༷䛩䜛䚹⇕䛻䜘䛳䛶䝍䞁䜽䛜◚䛩䜛ሙྜ䛻ഛ䛘䛶㐲᪉䛛䜙ᾘⅆάື䜢⾜䛖䚹

E. ᾘ䜢⾜䛖⪅䛾ಖㆤ
- ✵Ẽ྾ჾ䜢ྵ䜑䚸ᚲせ䛻ᛂ䛨䛶㐺ษ䛺ಖㆤල䠄⪏⇕ᛶ䠅䜢╔⏝䛩䜛䛣䛸䚹

A. ேయࢆಖㆤࡵࡓࡿࡍᚲせ࡞ὀព㡯

- ₃ฟ≀ࡀୗỈタࠊỈ⣔ὶධࠋࡇࡿࡍ࠺ࡼ࠸࡞ࡋ
- ₃ฟ㔞ࡀከ࠸ሙྜࡸ119ࠊ⎔ቃ┬ࠊᆅ᪉⎔ቃ⟶⌮ᗇࠊᕷ·㐨㸦⎔ቃᣦᑟㄢ㸧㏻ሗࠋࡇࡿࡍ

C. ί᪉ἲ
- 㔞₃ฟࡢሙྜࠊప࠸㡿ᇦࢆ㑊ࠊࡅ㢼ୖṆࠋࡇࡿࡲᚋ᪥ฎ⌮ࡵࡓࡢሐ㜵ࢆ⠏㐀ࠋࡇࡿࡍ⌮⟶࡚ࡋ

- 㢼ୖ࡛సᴗࠊ࡚ࡋ㢼ୗࡿ࠸ேࢆ㠀㞴ࠋࡇࡿࡏࡉ
- ₃ฟࡋ≀㉁ゐࠋࡇ࠸࡞ࢀసᴗ⪅ࡀ༴㝤ࢆࢀ₃ࡃ࡞Ṇࡤࢀࡁ࡛ࡀࡇࡿࡏࡉṆࠋࡇࡿࡍ
- ಖㆤලࡓࡋ⏝╔ࢆᚋࠊ◚ᦆࡓࡋᐜჾ₃ࡣ࠸ࡿ࠶ὤࡓࢀࡉ≀㉁ࢆฎ⌮ࠋࡇࡿࡍ
- ༴㝤ᆅᇦࢆ㝸㞳ࠊࡋ㛵ಀ⪅እࡕ❧ࡢධࢆࡾ⚗Ṇࡇࡿࡍ
- ⓶ࡢ᥋ゐࠊ྾ධࢆ㑊ࠋࡇࡿࡅ

B. ⎔ቃᑐࡿࡍὀព㡯

○ ᪥ᮏチᐜ⃰ᗘ

○ ACGIHࡢᭀ㟢ᶆ‽

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : TWA, 20 ppm (70 mg/m3)

B. タഛᑐ⟇

C. ಶே㜵ㆤල

- 㐺ษ䛺యẼ䚸ᒁᡤẼ⨨䜢⏝䛔䜛䛣䛸䚹
- 㟼㟁Ẽᑐ⟇䛾Ⅽ䚸⨨➼䛿᥋ᆅ䛧䚸㟁Ẽᶵჾ㢮䛿㜵⇿ᆺ䜢⏝䛩䜛䚹

8. ᭀ㟢㜵Ṇཬࡧಖㆤᥐ⨨
A. チྍ⃰ᗘ

- ヱᙜࡋ࡞

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : TWA, 50 ppm (205 mg/m3)

- ₃ฟ≀㉁ᗫᲠࠊࡵࡓࡢ㐺ษ࡞ᐜჾᅇࠋࡇࡿࡍ

ὀពࡢୖ⟶ಖࡧཬ࠸ᢅྲྀ .7
A. Ᏻࡢࡵࡓࡢ࠸ᢅࡾྲྀ࡞ὀព㡯

- ᐜჾ䛜✵䛻䛺䛳䛯ᚋ䜒〇ရ䛛䛩䠄Ẽ䚸ᾮయ䚸ᅛయ䠅䛜ṧ䜛䛣䛸䛜䛒䜛䛾䛷䚸䛩䜉䛶SDS䚸䝷䝧䝹䛾ண㜵ᥐ⨨䛻ᚑ䛜䛖䛣䛸䚹
- ởᰁࡓࢀࡉ⾰᭹ࢆసᴗሙࡽᣢࡕฟࠋࡇ࠸࡞ࡉ

B. Ᏻಖ⟶᮲௳

- సᴗᡤ䛿䛷䛝䜛䛰䛡⮬ື䛧䚸ΰྜ䚸ຍ⇕ᕤ⛬➼䛾タഛ䛿䛷䛝䜛䛰䛡ᐦ㛢ᵓ㐀䛻䛩䜛䚹
- ྲྀᢅሙᡤ䛾㏆䛟䛻ᡭὙ䛔䚸Ὑ║タഛ➼䜢タ䛡䚸䛭䛾⨨䜢᫂♧䛩䜛䚹

- 㔞₃ฟࡢሙྜࠊప࠸㡿ᇦࢆ㑊ࠊࡅ㢼ୖṆࠋࡇࡿࡲᚋ᪥ฎ⌮ࡵࡓࡢሐ㜵ࢆ⠏㐀ࠋࡇࡿࡍ⌮⟶࡚ࡋ
- ᇶ‽㔞௨ୖฟࠊ୰ኸᨻᗓࠊᆅ᪉බඹᅋయࡢฟࡢෆᐜࢆ㏻▱ࠋࡇࡿࡍ
- ᗫᲠ≀⟶⌮ἲ㸦⎔ቃ┬㸧ࡾࡼฎ⌮ࠋࡇࡿࡍ

- 㑊ࡁࡿࡅ≀㉁ࡧࡼ࠾᮲௳ὀពࠋࡇࡿࡍ
- ᐦ㛢ᐜჾධ࡚ࢀᅇࠋࡇࡿࡍ
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○ ྾ಖㆤ

ಖㆤࡢ║ ○

○ ᡭࡢಖㆤ

○ ㌟యࡢಖㆤ

ࡢࡑ ○

R. ⢓ᗘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

O. Ỉ/ n-࣮ࣝࣀࢱࢡ࢜ศ㓄ಀᩘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

P. ⮬↛Ⓨⅆ ᗘ 520.56 Υ
Q. ⇕ศゎ ᗘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

L. ⁐ゎᗘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

M. Ẽᐦᗘ > 1䠄✵Ẽ=1䠅
N. ẚ㔜 ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

I. ᘬⅆᛶ㸦ᅛయࠊẼయ㸧 ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

J. ⇞↝ཪࡣ⇿Ⓨ⠊ᅖୗ㝈/ୖ㝈 ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

K. Ẽᅽ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

F. ἛⅬึࠊ␃ⅬཬࡧἛ㦐⠊ᅖ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

G. ᘬⅆⅬ 10 Υ
H. Ⓨ㏿ᗘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

C. ⮯Ẽ㜈್ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

D. pH ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

E. ⼥Ⅼ/จᅛⅬ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

- ᛶ≧ ࢺࢫ࣮࣌

- Ⰽ ࢺ࣡࣍ࣇ࢜

B. ⮯࠸ ⰾ㤶⮯

- 㐺ษ࡞ಖㆤᡭ⿄ࠋࡇࡿࡍ⏝╔ࢆ

- 㐺ษ࡞ಖㆤ᭹ࠋࡇࡿࡍ⏝╔ࢆ

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

9. ≀⌮Ꮫⓗ≉ᛶ

A. እほ

- ⏝๓㆙࿌ࡢ≉ᛶࢆ⪃៖ࠋࡇࡿࡍ

- సᴗሙࡢ㏆ࡃὙ㢦タഛ㠀ᖖὙίタഛ㸦࣮࣡ࣕࢩᘧ㸧ࢆタ⨨ࠋࡇࡿࡍ

○ (྾ჾ)

○ (⥂ཱྀ)

○ (║·⓶)

11. ẘᛶ㛵ࡿࡍሗ
A. ᭀ㟢ྍࡢ⬟ᛶࡀ㧗ࢺ࣮ࣝ࠸㛵ࡿࡍሗ

- ྾ჾࢀࡑ࠾ࡢ่⃭ࡢ

- ᮏ≀㉁䛻䛿⁐፹ᡂศ䛜ྵ᭷䛥䜜䛶䛔䜛䛯䜑䚸ሬᩱ䜔䝂䝮䜢㌾䛥䛫䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹

C. 㑊ࡁࡿࡅ᮲௳
- 㧗 䚸ⅆⰼཬ䜃┤ⅆ䚹ΰゐ⚗Ṇ≀㉁䚸㓟ཬ䜃㓟䛩䜛⎔ቃ䚹
- ↓㓟⣲≧ែཪ䛿άᛶ䜺䝇䛾ᑒධ䚹⤖䚹

D. ΰゐ༴㝤≀㉁
- 㓟䠄㐣㓟≀䚸◪㓟ྜ≀䠅䚸㑏ඖ䚸㓟䚸ሷᇶ䚸䜰䝌ྜ≀䚸㔠ᒓゐ፹䠄㖡䚸㕲➼䠅䚸䝝䝻䝀䞁ྜ≀䚸䝷䝆䜹䝹㔜ྜ㛤ጞ
䚹㓟⣲ᤕಁ䚹

E. ༴㝤᭷ᐖ࡞ศゎ⏕ᡂ≀
- ⇕ຎ䜎䛯䛿⇞↝䛻䜘䜚䚸㓟Ⅳ⣲ཬ䜃䛾ẘᛶ䜺䝇䜎䛯䛿Ẽ䜢ᨺฟ䛩䜛䛣䛸䛜䛒䜛䚹

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

R. ⢓ᗘ ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

S. ศᏊ㔞 ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ

10. Ᏻᐃᛶཬࡧᛂᛶ
A. Ᏻᐃᛶ

- ᮏ〇ရ䛿Ꮫⓗ䛻Ᏻᐃ䛷䛒䜛䚹᭷ᐖ䛺㔜ྜ䛜㉳䛣䜛ྍ⬟ᛶ䛜䛒䜛䛾䛷ୗグ䛾㡯䛻䛿ὀព䚹

B. ᭷ᐖᛂྍࡢ⬟ᛶ
- 㐣ᗘ䛾ຍ⇕䚸ရ㉁ಖᣢᮇ㝈䜢㉺䛘䛯㛗ᮇ㛫䛾ᨺ⨨䚸㔜ྜ⚗Ṇ↓ῧຍ䛷䛾㈓ⶶ䚸↓㓟⣲≧ែ䚸⣸እ⥺↷ᑕ䠄┤ᑕ᪥ග䠅ཬ䜃
ὀព䛺ゐ፹ῧຍ䚹



㻵㼀㼃㻌㻼㻼㻌㻲㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻯㼛㻚㻘㻌㻸㼠㼐㻚 㻡㻛㻤
㻿㻰㻿㻌㻹㻭㻤㻟㻜㻌㻭㼐㼔㻚

○ ᛴᛶẘᛶ
* ⤒ཱྀẘᛶ

* ⤒⓶ẘᛶ

* ྾ධẘᛶ

○ ⓶⭉㣗ᛶ/่⃭ᛶ

 ᦆയ㸭่⃭ᛶ࡞㔜⠜ࡿࡍᑐ║ ○

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ECETOC JACC30䚷(1995)䛾䜴䝃䜼⓶่⃭ᛶヨ㦂⤖ᯝ (24㛫ᚋ䛾ほᐹ䛷䡠ᙉᗘ
䛾⣚⌜䛸୰ᚰ䛻䛟䜌䜏䜢ᣢ䛳䛯୰⛬ᗘ䛛䜙ᙉᗘ䛾ᾋ⭘䚸0.2 g/kg㐺⏝䛿3᪥ᚋ䛷่⃭䛿ᾘኻ䚸2䚸5g/kg䛿14᪥ᚋ䛷䜒่⃭ᛶ) 䛾
グ㏙䚸ཬ䜃ཧ⪃䛸䛧䛶EU䝸䝇䜽㆙ྃ䚷Xi ;R37/38䛛䜙䚸༊ศ2䛸䛧䛯䚹

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : CERI࣭NITE ᭷ᐖᛶホ౯᭩ No.92 (2005)1ࡢࠉ༉ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘ࡢ⓶่⃭ᛶヨ㦂ࡢ⤖ᯝ
ࠋࡓࡋ༊ศ1Aࠊࡁᇶ࡙‽ᇶࡢ⣽༊ศࠊࡽࡇࡿ࠶ࠊࠖࡓࢀࡽࡳࡀ㛤ᨺ㐺⏝࡛⭉㣗ᛶࡢ3ศ㛫ࠕグ㏙ࡢ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : EU-RARࠉNo.22(2002)ࠊCERIࢱ࣮ࢹࢻ࣮ࢨࣁ㞟 96-35(1997)ࠊACGIH (7th,
ࡽࡳࡀ㉥ኚࡢ2ࢻ࣮ࣞࢢ⭷⤖ࡢ㹿24㛫ᚋࡓࡗ࡞ᙳ㡪ࡣ⭷ゅࡧᛶヨ㦂⤖ᯝ (ᙬཬ่⃭║ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘ࡢ(2001

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ࣛࡓ࠸⏝ࢆࢺࢵ⤒ཱྀᢞヨ㦂ࡢ LD50=1,060 mg/kg (⎔ቃ┬ࣜࢡࢫホ౯᭩➨2ᕳ (2003))ࠊ
1,320 mg/kg2,260ࠊ mg/kg2,224ࠊ mg/kg (EU-RAR No.25 (2002)) ࠊࡽィ⟬ᘧࢆ㐺⏝࡚ࡋᚓ1,210 ࡓࢀࡽ mg/kg ᇶ࡙
ࠋࡓࡋ༊ศ4ࠊࡁ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘⤒⓶ᢞヨ㦂ࡢLD505,000ࠉ mg/kg௨ୖ㸦RTECS (2004)) ࡼ
ࠋࡓࡋ༊ศእࠊࡾ

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘⤒⓶ᢞヨ㦂ࡢLD50=500-1,000 mg/kg (EU-RAR No.25 (2002))2,000ࠊ
mg/kg (CERI ࢱ࣮ࢹࢻ࣮ࢨࣁ㞟 96-34 (1997)) ᇶ࡙ࠊࡁప࠸᪉1,000-500 ್ࡢ mg/kg ࡽ༊ศ3ࠋࡓࡋ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ࣛࡓ࠸⏝ࢆࢺࢵ྾ධᭀ㟢ヨ㦂 (Ẽ) ࡢLC507,093ࠉ ppm (ECETOC JACC30
ᅇࠋࡿ࠶ppm࡛ 52000ࡣ㣬Ẽᅽ⃰ᗘࡿࡅ࠾㣬Ẽᅽ5.3㹩Pa(26Υ)(Verschueren(2001)) ࠋࡓࢀࡽᚓࡀ((1995)
ᚓࡓࢀࡽLC50ࠊࡣ㣬Ẽᅽ⃰ᗘ90ࡢ㸣ࡾࡼప⃰࠸ᗘ࡛ࢇࡀࢺࢫ࣑ࠕࠊࡵࡓࡿ࠶ΰᅾ࠸࡞ࡋẼࠖࡋ
྾ධᭀ㟢ࡢప⃰ᗘࡾࡼࡿࡼࢸࣥࣛ࣎ࠕグ㏙ࡢ(1995)ࠉECETOC JACC30ࠊࡀࡔ༊ศእࡣ್࡛‽ppm⃰ᗘᇶࠊ࡚
ヨ㦂࡛྾Ẽ㐨ࠊ่⃭ࡢ⬺ຊࠊⓎ⇕,ࡢ➼࠸ࡲࡵ≧ࡀሗ࿌ࠊࡾࡼࠖࡿ࠸࡚ࢀࡉ༊ศ5ࠋࡓࡋ

- 㔜⠜ࡢ║࡞ᦆയ
- 㔜⠜࡞⓶ࡢ⸆യ࣭║ࡢᦆയ
ࢀࡑ࠾ࡍࡇ㉳ࢆᛶ⓶ᛂ࣮ࢠࣝࣞ -

B. ẘᛶ่⃭ᛶ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ࣛࡓ࠸⏝ࢆࢺࢵ⤒ཱྀᢞヨ㦂ࡢLD507900ࠉmg/kg(ECETOC JACC30
ࠋࡓࡋ༊ศእ࡚࠸⏝ࢆ್ࡢ᪉࠸పࡢ((1995)ࠉECETOC JACC30)8500mg/kgࠊ((1995)

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ࣛࡓ࠸⏝ࢆࢺࢵ྾ධᭀ㟢ヨ㦂ࡢ LC50(4㛫)=7.1 mg/L (2,000 ppm┦ᙜ) (EU-RAR
No.25 (2002)) ࠊࡣ㣬Ẽᅽ 0.09kPa (20Υ) ࡿࡅ࠾㣬Ẽᅽ⃰ᗘ 900 ppm ࡶࡾࡼ㧗ࢺࢫ࣑ࠊࡵࡓࡿ࠶್࡛࠸ᭀ
㟢࡛ࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿ࠶༊ศእࠋࡓࡋ

○ ྾ჾឤసᛶ

○ ⓶ឤసᛶ

○ Ⓨࢇࡀᛶ
* IARC

* OSHA

* ACGIH

* NTP

* EU CLP

○ ⏕Ṫ⣽⬊ኚ␗ཎᛶ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : A4

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : CERI࣭NITE᭷ᐖᛶホ౯᭩ No.92 (2005) ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘ࡢOECD 405ࣥࣛࢻ࢞ࢺࢫࢸ
‽ᣐࡓࡋ║่⃭ᛶヨ㦂ࡢ⤖ᯝࡢグ㏙24ࠕ 㛫ᚋࠊ࡚ࢠࢧ࢘ࡢゅ⭷ΰ⃮ࠊᙬ่⃭ࠊ⤖⭷⾑ࠊ⤖⭷ᾋ⭘ࡳࡀ
⮋ࡢ๓║ᡣࠊቯṚ⬺ⴠࡢ⓶ୖ⭷ゅࠊ㺂Ꮫⅆയࡎࡏᅇࡣ่⃭⭷⤖ࠊᙬ่⃭ࠊゅ⭷ΰ⃮ࡶ࡛┠᪥ 7ࠕࠖࠋࡓࢀࡽ
ࠋࡓࡋ༊ศ1ࠊࡵࡓࡿ࠶༊ศ1A࡛ࡀ่⃭ᛶ⓶ࠊࡓࡲࠊࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍ᭷ࢆ㣗ᛶ⭉ࠊࡽࡇࡿ࠶ࠖࡓࢀࡽࡳࡀ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ྾ჾឤసᛶ㸸᪥ᮏ⏘ᴗ⾨⏕Ꮫࡢ᪤Ꮡศ㢮 (Ẽ㐨ឤసᛶ2➨ࠉ⩌) ࠊࡽ༊ศ
ឤస⓶ࡢ᪥ᮏ⏘ᴗ⾨⏕Ꮫࠊࠖ⏕Ⓨࡀ⅖ᛶ⓶࣮ࢠࣝࣞࠕグ㏙ࡢEU-RAR No.22(2002)ࠉ ឤసᛶ㸸⓶ ࠋࡓࡋ1
ᛶ≀㉁ཬࡧཧ⪃࡚ࡋEUࣜࢡࢫ㆙ྃࠉR43㸦⓶᥋ゐࡾࡼឤసࢆᘬࡁ㉳ྍࡍࡇ⬟ᛶࠊࡽ (ࡿ࠶ࡀ⓶ឤసᛶ⪃
ࠋࡓࡋ༊ศ1ࠊࢀࡽ࠼
- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ྾ჾឤసᛶ䠖䝕䞊䝍䛺䛧 ⓶ឤసᛶ䠖   CERI䞉NITE᭷ᐖᛶホ౯᭩ No.92 (2005)䛾䝰䝹䝰䝑䝖䜢
⏝䛔䛯䝡䝳䞊䝷䞊ἲ䛻䜘䜛ヨ㦂⤖ᯝ䛷ឤసᛶ䛿䜏䜙䜜䛪䚸Polak adjuvantἲ䛾ヨ㦂⤖ᯝ䛷䜒㝧ᛶ䛾ᛂ䛿䜏䜙䜜䛪䚸䝠䝖䜈䛾
Ꮫ䛷䜒⓶ឤసᛶ䜢♧䛩⤖ᯝ䛜ᚓ䜙䜜䛶䛚䜙䛪䚸EU-RAR No.25 (2002) 䛷䛂䝠䝖ཬ䜃ື≀ヨ㦂䛛䜙䝯䝍䜽䝸䝹㓟䛿ឤస
ᛶ≀㉁䛷䛿䛺䛔䛃䛸⤖ㄽ䛵䛡䛶䛔䜛䛣䛸䛛䜙䚸༊ศእ䛸䛧䛯䚹

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࡽࡳࡀ㉥ኚࡢ2ࢻ࣮ࣞࢢ⭷⤖ࡢ㹿24㛫ᚋࡓࡗ࡞ᙳ㡪ࡣ⭷ゅࡧᛶヨ㦂⤖ᯝ (ᙬཬ่⃭║ࡓ࠸⏝ࢆࢠࢧ࢘ࡢ(2001
ࡋ༊ศ2ࡾ࠶Mild࡛ࡣModerateཪࡣᛶ่⃭ࡢ║ࡽグ㏙ࡢ(ࠋࡿ࠶ࡀᛶ่⃭ࡢ║ࡢ୰➼ᗘࡽ㍍ᗘ࡛ࢠࢧ࢘㹿ࡓࢀ
ࡋࡲᮃࡀ࠺ࡓࡋ2AࠊࡽほⅬࡢᏳᛶࠊࡀࡓࡋ༊ศ2A-2Bࡵࡓ࠸࡞ࡣࢱ࣮ࢹࡿࡁุ࡛᩿ࢆ2B༊ศ2Aࠋࡓ
ࠋ࠸

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : Group 3

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -



㻵㼀㼃㻌㻼㻼㻌㻲㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻯㼛㻚㻘㻌㻸㼠㼐㻚 㻢㻛㻤
㻿㻰㻿㻌㻹㻭㻤㻟㻜㻌㻭㼐㼔㻚

○ ⏕Ṫẘᛶ

○ ᶆⓗ⮚ჾ㸭㌟ẘᛶ㸦༢ᅇᭀ㟢㸧

○ ᶆⓗ⮚ჾ㸭㌟ẘᛶ㸦ᭀ㟢㸧

○ ྾ධ᭷ᐖᛶ

12. ⏕ែᏛⓗሗ
A. ⏕ែẘᛶ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : 䝠䝖䛻䛴䛔䛶䚸䛂ⴎ⦰ᛶ㰯⅖䚸ႃ㢌⅖䚸⮬ᚊ⚄⤒㞀ᐖ䚸⚄⤒⾶ᙅ䚸㢌③䚸╆ᬥ䚸⚄⤒㐣
ᩄ䚸㞟୰ຊᩓₔ䚸グ᠈ຊ䛾పୗ䛃(⎔ቃ┬䝸䝇䜽ホ౯᭩ ➨2ᕳ (2003))➼䛾グ㏙䛜䛒䜛䛣䛸䛛䜙䚸ᶆⓗ⮚ჾ䛿྾ჾ䚸୰ᯡ⚄⤒⣔
䛸⪃䛘䜙䜜䛯䚹䛧䛯䛜䛳䛶䚸ศ㢮䛿༊ศ1(྾ჾ䚸୰ᯡ⚄⤒⣔)䛸䛧䛯䚹
- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘࢺࣄ㢖⬦ࠊప⾑ᅽࡢࣥࣜࢭࣜࢢࣟࢺࢽࠊ㐣ᗘࡢᛂࠊపయ ࠊຍ⇕࣭
⣸እ⥺ᭀ㟢ᑐࡿࡍᙅ࠸ᛂࠊAshnerᑕࡢ⌮Ꮫⓗኚࠊ ࢮ࣮ࣀࢳ➃⊫ࠊᡭࡢᣦࡢᡓࡀ࡞ぢࠖࡓࢀࡽ㸦EU-
RAR No.25 (2002)㸧➼ࡢグ㏙ࠊᐇ㦂ື≀ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ⫢⮚୰ࡢ㓝⣲ࡢኚࠊ㟁ゎ㉁ࡢኚ㺂⫢⮚ࠊ⭈ࡢ㔜㔞ῶᑡࠊ
⚄ࠊࡽࡇࡿ࠶ࡀグ㏙ࡢ➼㰯⭍Ⴅୖ⓶ኚᛶࠖ㸦CERI࣭NITE᭷ᐖᛶホ౯᭩ No.92 (2005)㸧ࠊ⦰ⴎࡢ⭈࣭⮚⭈ࠊ⮚⫢
⤒⣔ࠊ⮚⭈ࠊ⮚⫢ࠊ⭈ࠊ྾ჾࡀᶆⓗ⮚ჾࠊ࠾࡞ࠋࡓࢀࡽ࠼⪄ᐇ㦂ື≀ᑐࡿࡍᙳ㡪ࠊ⮚⭈ࠊ⮚⫢ࠊࡣ⭈ࡢ

ᙳ㡪ࡀ༊ศ1ࠊ྾ჾࡢᙳ㡪ࡀ༊ศ2┦ᙜࡢ್ࢫࣥࢲ࢞ࡿࡍ⠊ᅖ࡛ࠋࡓࢀࡽࡳ ௨ୖࠊࡾࡼศ㢮ࡣ༊ศ1㸦⚄⤒
⣔ࠊ⮚⭈ࠊ⮚⫢ࠊ⭈㸧ࠊ༊ศ2㸦྾ჾ㸧ࠋࡓࡋ

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : 䝕䞊䝍㊊ (in vivoኚ␗ཎᛶ/㑇ఏẘᛶヨ㦂䝕䞊䝍䛺䛧) 䛾䛯䜑ศ㢮䛷䛝䛺䛔䚹 䛺䛚䚸䝯䝍䜽䝸䝹㓟
䛾⏕Ṫ⣽⬊ኚ␗ཎᛶ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ID204䚸䝯䝍䜽䝸䝹㓟䝯䝏䝹䚸CAS䠖80-62-6䜒ཧ↷䛾䛣䛸䚹

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : EU-RAR No.22 (2002)ࡢグ㏙ࡢࢺࢵࣛࠊࡽദወᙧᛶヨ㦂࡛ࠊẕయẘᛶ(Ṛஸࠊ
య㔜ῶᑡ➼㸧ࡀⓎ⌧ࡿࡍ⏝㔞࡛ࠊ⫾ඣẘᛶ㸦᪩ᮇ⫾ඣṚஸࠊ㢌ᑼ㛗ࡢῶᑡࡢ⭘⾑ࠊⓎ⏕㸧ࡽࡇࡿ࠸࡚ࢀࡽࡳࡀ༊

ศ2ࠋࡓࡋ
- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ࢱ࣮ࢹ㊊ࡵࡓࡢศ㢮࡛ࣝࣜࢡࢱ࣓ࠊ࠾࡞ ࠋ࠸࡞ࡁ㓟ࡢ⏕Ṫ࣭Ⓨ⏕ẘᛶࠊࡣ࡚࠸ࡘ
ID204ࣝࣜࢡࢱ࣓ࠊ㓟࣓ࠊࣝࢳCAS㸸80-62-6ࡶཧ↷ࠋࡇࡢ

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ࠕࠊ࡚࠸ࡘࢺࣄẼ㐨่⃭ᛶࠊ⬺ຊࠊⓎ⇕ࡁྤࠊ࠸ࡲࡵࠊẼࠊ㢌③ࠊ╀Ẽࠖ
(EU-RAR No.22 (2002))ࡢグ㍕ࠊࡽࡇࡿ࠶ࡀẼ㐨୰ᯡ⚄⤒⣔ࡀᶆⓗࠊࢀࡽ࠼⪄Ẽ㐨่⃭ᛶ㯞㓉స⏝ࢀࡽࡳࡀ
ࠋࡓࡋ(⏝㯞㓉సࠊẼ㐨่⃭ᛶ)༊ศ3ࡣศ㢮ࠊ࡚ࡗࡀࡓࡋࠋࡿ࠸࡚

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : EU-RAR No.22 (2002)ࠊECETOC JACC30 (1995)ࡢグ㏙ࠊࡽ⏕Ṫ⣽⬊in vivo⤒
ୡ௦ኚ␗ཎᛶヨ㦂㸦ඃᛶ⮴Ṛヨ㦂㸧࡛㝜ᛶࠊ⏕Ṫ⣽⬊in vivoኚ␗ཎᛶヨ㦂ࠋࡋ࡞య⣽⬊in vivoኚ␗ཎᛶヨ㦂㸦ᰁⰍయ
␗ᖖヨ㦂ࠊᑠ᰾ヨ㦂㸧࡛ࡢࢺࢵࣛࠊࡣᰁⰍయ␗ᖖヨ㦂࡛ࡢࣉࢱࣉࢵࣕࢠ␗ᖖฟ⌧⋡ࡢഹ࡞ቑຍࡿ࠸࡚ࢀࡽࡳࡀ

ุ᩿ࡢCICADࡧECETOCཬࠊEUࡢ➼༑ศࠖࡀドᣐࡣࡿࡍุ᩿㝧ᛶࠕࠖࡿ࠶ၥ㢟ಙ㢗ᛶࠕࡶヨ㦂ࡢࢀࡎ࠸ࠊࡀ
ࠋࡓࡋ༊ศእࡋุ᩿㝜ᛶࡣయ⣽⬊in vivoኚ␗ཎᛶヨ㦂ࠊࡵࡓࡿࢀࡽ࠼⪄ጇᙜࡀ

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ᐇ㦂ື≀ࠕࠊࡣ࡚࠸ࡘ྾ჾ⤒㊰่⃭ࠖࡢ㸦EU-RAR No.25 (2002)㸧➼ࡢグ㏙ࡇࡿ࠶ࡀ
ࠋࡓࡋ༊ศ3㸦Ẽ㐨่⃭ᛶ㸧ࡣศ㢮ࠊࡾࡼ௨ୖ ࠋࡿࢀࡽ࠼⪄ࡿࡍ᭷ࢆẼ㐨่⃭ᛶࠊࡽ

○ 㨶㢮

○ ⏥Ẇ㢮

○ ⸴㢮

○ ṧ␃ᛶ

○ ศゎᛶ

○ ⏕య✚ᛶ

○ ⏕ศゎᛶ
ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

D. ᅵተ୰ࡢ⛣ືᛶ
ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

E. ࣥࢰ࢜ᒙࡢ᭷ᐖᛶ
ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

C. ⏕య✚ᛶ

A. ⏕ែẘᛶ

ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ⏥Ẇ㢮㸦ࢥࣥࢪ࣑࢜࢜㸧48ࡢ㛫EC50=69mg/L

F. ࡢࡑࡢ᭷ᐖ࡞ᙳ㡪
- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ᛴ㏿ศゎᛶࡾ࠶ࡀ㸦BODࡿࡼศゎᗘ㸸94.3%㸦᪤ᏑᏛ≀㉁ᏳᛶⅬ᳨࣮ࢹ
ࡋ༊ศእࠊࡽࡇ2005㸧㸧ࠊ㸦log Kow=1.38㸦PHYSPROP Databaseࡿࢀࡉ᥎ᐃ࠸పࡀ✚ᛶ≀⏕ࡘࠊ㸧㸧ࢱ
ࠋࡓ

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ⸴㢮㸦࣒ࣛࢺࢫࢼࣞࢭ㸧72ࡢ㛫ErC50=14mg/L

B. ṧ␃ᛶศゎᛶ



㻵㼀㼃㻌㻼㻼㻌㻲㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻯㼛㻚㻘㻌㻸㼠㼐㻚 㻣㻛㻤
㻿㻰㻿㻌㻹㻭㻤㻟㻜㻌㻭㼐㼔㻚

- DOTࡢࡑࡧࡼ࠾ࡢつᐃࡾࡼໟࡣࡓࡲ㍺㏦ࠋࡇࡿࡍ
- ⅆ⅏ࡢ㠀ᖖᥐ⨨ࡢ✀㢮 : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)

- 3

D. ໟ➼⣭
- 䊡

E. ᾏὒởᰁ≀㉁
- ヱᙜࡋ࡞

F. ㍺㏦ࡢ≉ᐃࡢᏳᑐ⟇ཬࡧ᮲௳

A. ᅜ㐃␒ྕ
- 1133

B. ᅜ㐃㍺㏦ᅛ᭷ྡ
- Adhesives, containing a flammable liquid

C. ㍺㏦༴㝤ࢫࣛࢡ㸦ES㸧㸸

A. ᗫᲠ᪉ἲ
- ἜỈࡢศ㞳ࠊࡣࡢ࡞⬟ྍࡀἜỈࡢศ㞳᪉ἲ࡛๓ฎ⌮ࠋࡇࡿࡍ
ࡿࡍ⌮ฎ࡚ࡋ༷↝ -
- ᗫᲠ≀⟶⌮ἲୖࡢつᐃࢆ㑂Ᏺࠋࡇࡿࡍ

B. ᗫᲠୖࡢὀព
ࡋ࡞ࢱ࣮ࢹ -

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : ᛴ㏿ศゎᛶࡾ࠶ࡀ㸦BODࡿࡼศゎᗘ㸸91%㸦᪤ᏑᏛ≀㉁ᏳᛶⅬ᳨ࢱ࣮ࢹ㸧㸧ࡘࠊ
⏕≀✚ᛶࡀప࠸᥎ᐃࡿࢀࡉ㸦log Kow=0.93㸦PHYSPROP Database2005ࠊ㸧㸧ࠊࡽࡇ༊ศእࠋࡓࡋ

13. ᗫᲠୖࡢὀព

14. ㍺㏦ୖࡢὀព

䕿 ᾘ㜵ἲ

* ༴㝤➼⣭

䕿 ປാᏳ⾨⏕ἲ
* ⾲♧≀㉁

* ㏻▱≀㉁

䕿 PRTRἲ

➨415ྕ䚷䝯䝍䜽䝸䝹㓟

○ ṧ␃ᛶ᭷ᶵởᰁ≀㉁つไἲ

○ EU ศ㢮ሗ
* ศ㢮

* ༴㝤᭷ᐖᛶሗ

- [2-Methyl-2-propenoic acid] : R21/22, R35

- ➨2㢮ᘬⅆᛶᅛయ

G. ⥭ᛴᛂᛴᥐ⨨ᣦ㔪䠄ᐜჾ䜲䜶䝻䞊䜹䞊䝗䠅␒ྕ
- 128

- ヱᙜࡋ࡞

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : F; R11 Xi; R37/38 R43
- [2-Methyl-2-propenoic acid] : Xn; R21/22 C; R35

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : R11, R37/38, R43

B. ࡢᅜෆࡧࡼ࠾ᅜ㝿ἲᚊሗ

- 䊢

- ➨1✀ᣦᐃᏛ≀㈨
➨420ྕ䚷䝯䝍䜽䝸䝹㓟䝯䝏䝹

- ἲ➨䠑䠓᮲➨䠍㡯䚸⾜௧➨䠍䠔᮲➨䠍ྕ䚸➨䠎ྕ䞉ู⾲➨䠕䠄556 䢎䡼䡴䢔䢕㓟, 557 䢎䡼䡴䢔䢕㓟䢎䡽䢕䠅

- ἲ➨䠑䠓᮲䛾䠎䚸⾜௧➨䠍䠔᮲䛾䠎➨䠍ྕ䚸➨䠎ྕ䞉ู⾲➨䠕䠄556 䢎䡼䡴䢔䢕㓟, 557 䢎䡼䡴䢔䢕㓟䢎䡽䢕䠅

-  : F-E (Non-water-reactive flammable liquids)
- ὶฟࡢ㠀ᖖᥐ⨨ࡢ✀㢮 : S-D (Flammable liquids)

15. 㐺⏝ἲ௧
A. ᪥ᮏᅜෆつไ㡯



㻵㼀㼃㻌㻼㻼㻌㻲㻌㻶㼍㼜㼍㼚㻌㻯㼛㻚㻘㻌㻸㼠㼐㻚 㻤㻛㻤
㻿㻰㻿㻌㻹㻭㻤㻟㻜㻌㻭㼐㼔㻚

* ὀព᭩ࡁ

○ ⡿ᅜࡢ⟶⌮ሗ
* OSHAつᐃ㸦29CFR1910.119㸧

* CERCLA 103 つไ (40CFR302.4)

* EPCRA 302 つไ (40CFR355.30)

* EPCRA 304 つไ (40CFR355.40)

* EPCRA 313 つไ (40CFR372.65)

 ༠⣙≀㉁࣒ࢲࣝࢸࢵࣟ ○

 ༠⣙≀㉁࣒ࣝ࣍ࢡࢵࢺࢫ ○

 ㆟ᐃ᭩≀㉁࣮ࣝ࢜ࣜࢺࣥࣔ ○

- ἲ௧ࡢᨵゞཬࡧ᪂࠸ࡋ▱ぢࡾࡼᨵゞࠋࡍࡲࡾ࠶ࡀࡇࡿࢀࡉ

B. సᡂ᪥
- 2014-05-08

ὀព㡯ࡢࡑ .16
A. ཧ⪃ᩥ⊩

ࠋࡿ࠶࡚ࡋసᡂ࡚࠸ᇶ࡙࡞IPCSࠊSIDSࠊNLMࠊESISࠊNITEࠊKOSHAࡣSDSࡢࡇ -

- ༴㝤ཬࡧ᭷ᐖᛶホ౯ࡣ༑ศ࡛ࡣ࠸ᢅࡾྲྀ࠾ࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡣ༑ศࡈὀពࠋ࠸ࡉࡔࡃ
- ᮏ〇ရᏳࡣࢺ࣮ࢩࢱ࣮ࢹᙜ♫ࡢ〇ရࢆ㐺ษ⏝ࡵࡓࡿࡍὀពࡿࡍ㡯ࢆ⡆༢ࠊ࡛ࡢࡶࡓࡋ⌮ᩚ㏻ᖖᢅࡾྲྀࡢ
ࠋࡍࡲࡾ࠾࡚ࢀࡉసᡂ㇟ᑐࢆ࠸

ࡣホ౯ࡸࢱ࣮ࢹࡢࡑࠊࡾ࠾࡚ࡋసᡂ࡚࠸ᇶ࡙ぢ▱ࡢᡤ᭷࣮࣓࢝ࡸሗࡓⅬ࡛ධᡭฟ᮶⌧ࡣෆᐜࡓࢀࡉグ㍕ࡇࡇ -
ࠋࢇࡏࡲࡾ࠶ࡣ࡛ࡢࡶࡍ࡞ࢆಖドࡿ࡞࠸

- GHS䛻ᇶ䛵䛟Ꮫရ䛾༴㝤᭷ᐖᛶሗ䛾ఏ㐩᪉ἲ䠉䝷䝧䝹䚸సᴗሙෆ䛾⾲♧ཬ䜃Ᏻ䝕䞊䝍䝅䞊䝖䠄SDS䠅䚷JIS Z 7253

- ヱᙜࡋ࡞

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : ヱᙜࡿࡍ

- ヱᙜࡋ࡞

- ヱᙜࡋ࡞

- ヱᙜࡋ࡞

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : S2, S24, S37, S46
- [2-Methyl-2-propenoic acid] : S1/2, S26, S36/37/39, S45

- ヱᙜࡋ࡞

- [2-Methyl-2-propenoic acid methyl ester] : 453.599 kg 1000 lb

- ヱᙜࡋ࡞

ࠋࡿ࠶࡚ࡋసᡂ࡚࠸ᇶ࡙DB࡞⬟ྍ⏝ᅾ⌧ࠊࡵࡓࡿࡍಖㆤࢆᏳࠊቃ⎔ࠊᗣࡢ⪅ປാࡣሗࡢࡇ -

- 2014-05-08

C. ᨵゞᅇᩘཬ᭱ࡧ⤊ᨵゞ᪥
- 3 times, 2016-06-01

D. ࡢࡑ
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○ 製造者情報

○ 供給者/販売者情報

- 自己反応性物質および混合物 : 形式F
- 皮膚腐食性/刺激性 : 区分2
- 眼に対する重篤な損傷／刺激性  : 区分2A
- 皮膚感作性 : 区分1
- 慢性水生環境有害性 : 区分3

○ シンボル

○ 注意喚起語

○ 危険有害性情報

○ 注意書き

1) 予防

2) 対応

- P264 取扱後は取扱部位をよく洗うこと。

- P272 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

- P273 環境への放出を避けること。

- P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

- P302+P352 皮膚に付着した場合：多量の水と石鹸で洗うこと。

- H317 アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

- H319 強い眼刺激

- H412 長期的影響により水生生物に有害

- P210 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。－禁煙。

- P220 衣類/可燃物から遠ざけること。
- P234 他の容器に移し替えないこと。

2. 危険有害性の要約

A. GHS分類

B. 予防措置文句を含む警告表示項目

- 警告

- H242 熱すると火災のおそれ

- H315 皮膚刺激

- FAX : 06-6330-7083

- P261 ガス/ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

- 住所 : 〒564-0053　大阪府吹田市江の木町30-32
- 担当部署 : 品質管理部

- 電話 : 06-6330-7118

C. 製造業者/供給者/流通業者情報

- 製造元/供給元 : ITW Polymers Adhesives, North America
- 住所 : 30 Endicott Street, Danvers, MA 01933

- 供給元/販売元 : 株式会社ITWﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽﾎﾟﾘﾏｰｽﾞ＆ﾌﾙｲｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ

- MA830/832 EU GB活性剤

B. 製品の勧告用途と使用上の制限

- 用途 : 構造用接着剤

- 使用上の制限 : 所定の用途以外に使用しないこと

安全データシート（SDS）

MA830/832 EU GB活性剤

改訂日付: 該当なし バージョン: R0001.0001

1. 化学製品および会社情報

A. 製品名
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3) 保存

4) 廃棄

○ NFPA等級（0〜4段階）

：混合物

：アクリル系接着剤用硬化剤

CAS No. 官報公示番号 PRTR法 含有量(%)
94-36-0 3-1349 ‐ 20-30

27138-31-4 3-1390 ‐ 20-30

27178-16-1 2-861 ‐ 10-20
25053-09-2 6-183 ‐ 10-20
登録済 ‐ 1-10

25068-38-6 ‐ ‐ 10-20
13463-67-7 1-558 ‐ 1-10

66070-58-4 6-136 ‐ 1-10

*GHS危険有害性分類対象物質と日本国内法規制対象物質のみ記載

- データなし

5. 火災時の措置

A. 消火剤

D. 飲み込んだ場合

- 嘔吐をすべきかどうかについては医師の助言を取ること。

- 直ちに水で口をすすぐこと。

E. 急性および遅延性の主な症状/影響

- データなし

F. 応急処置および医師の注意事項

- 大量の水を使用して、少なくとも15分間眼を洗い流すこと。

B. 皮膚に付着した場合

- データなし

C. 吸入毒性

- 多量の蒸気やミストに曝露された場合、直ちに新鮮な空気のある場所に移すこと。

- 必要に応じて適切な措置をとること。

4. 応急措置

A. 眼への接触

- 眼をこすらないこと。

-

-
Pigment white 6

アジピン酸ジイソデシル

ビスフェノールA型エポキシ樹脂
二酸化チタン

スチレン・ブタジエン共重合物水
素添加物

MBS樹脂 -
ガラスビーズ -

C. 有害•危険性分類基準に含まれてないその他の有害•危険性

- 保健 : 2, 火災 : 0, 反応性 : 0

3. 組成及び成分情報

- 単一製品・混合物の区
- 一般名

化学物質名 慣用名及び異名

-

-

過酸化ベンゾイル

オキシジプロパノールの安息香
酸エステル化物

- P363 汚染された衣類を再使用す場合には洗濯をすること。

- P370+P378 火災の場合：消火に適合の消化劑を使用すること。(SDS5項ご参照)

- P403+P235 換気の良い場所で保管すること。涼しいところに置くこと。

- P411 37C以下の温度で保管すること。
- P420 他の物質から離して保管すること。

- P501 内容物/容器を都道府県/市町村の法令・規則に従って廃棄すること。

- P305+P351+P338 眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。次にコンタクトレンズを着用していて容易に

外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

- P321 特別な処置が必要である

- P332+P313 皮膚刺激が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。

- P333+P313 皮膚刺激または発疹が生じた場合：医師の診断/手当てを受けること。

- P337+P313 眼の刺激が続く場合：医師の診断/手当てを受けること。

- P362 汚染された衣類を脱ぎ、再使用す場合には洗濯をすること。



ITW PPF Japan Co., Ltd. 3/8
SDS MA830/832 EU Act

○ 日本許容濃度

○ ACGIHの暴露標準

- 漏れがないよう、定期的に点検すること。

- 静電気を防止するために可燃性の物質および熱源から遠ざけること。

- 高温に置かれた密閉容器は重合によって破裂する可能性がある。
- 蒸気は空気よりも重く着火源に移動して逆火を起こす可能性がある。
- 引火した液体は水面上を浮遊する

D. 特定の消化方法
- 適切な保護具を着用する。

C. 浄化方法

- 大量漏出の場合、低い領域を避け、風上に止まること。後日処理のために堤防を築造して管理すること。

- 基準量以上排出時、中央政府、地方公共団体の排出の内容を通知すること。

- 廃棄物管理法（環境省）により処理すること。

- 漏出し物質に触れないこと。作業者が危険なく漏れを停止させることができれば停止すること。

- 漏出区域から安全な区域に容器を移動すること。

- 保護具を着用した後、破損した容器あるいは漏洩された物質を処理すること。

- 皮膚との接触、吸入を避けること。

B. 環境に対する注意事項

- 漏出物が下水施設、水系に流入しないようにすること。

- 粉末、炭酸ガス、泡、乾燥砂

B. 使ってはならない消火剤
- 水（炎を拡散する可能性がある）

C. 特有の危険有害性
- 高濃度の蒸気が空気と混合すると爆発する恐れがある。
- 消火活動の際には有毒ガスが発生するので、煙を吸入しないように注意する。

- 防護服を着用していない人を作業場から遠ざける。
- 可燃性のものを周囲から素早く取り除く。
- 初期の火災には、粉末、炭酸ガス、乾燥砂などを用いる。
- 大規模火災には、泡消火器を用いて空気を遮断する。
- 注水でタンクを冷却する。熱によってタンクが破裂する場合に備えて遠方から消火活動を行う。

E. 消化を行う者の保護
- 空気呼吸器を含め、必要に応じて適切な保護具（耐熱性）を着用すること。

- 37℃以下で保管すること。

6. 漏出時の措置

A. 人体を保護するために必要な注意事項
- 作業者は適切な保護具（"8。暴露防止及び保護措置"の項参照）を着用して、眼、皮膚への接触や吸入を避けるこ

と。

- 漏出物質廃棄のため、適切な容器に回収すること。

7. 取扱い及び保管上の注意

- 密閉容器に入れて回収すること。

- 他の物質との接触を避けること。

8. 暴露防止及び保護措置

A. 許可濃度

- 該当なし

- [Benzoyl peroxide] : TWA, 5 mg/m3

A. 安全な取り扱いのための注意事項

- すべての安全注意を読み理解するまで取り扱わないこと。

- 長期間または繰り返し蒸気を吸入しないこと。

B. 安全保管条件
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○ 呼吸保護

○ 眼の保護

○ 手の保護

○ 身体の保護

○ その他

A. 安定性

- 本製品は化学的に不安定である。有害な重合が起こる可能性があるので下記の事項には注意。

B. 有害反応の可能性

- 過度の加熱、品質保持期限を越えた長期間の放置、重合禁止剤無添加での貯蔵、無酸素状態、紫外線照射（直射日光）及び
不注意な触媒添加。

C. 避けるべき条件

- 高温、火花及び直火。
- 触禁止物質、酸化剤及び酸化する環境。

S. 分子量 データなし

10. 安定性及び反応性

P. 自然発火温度 データなし

Q. 熱分解温度 データなし

R. 粘度 データなし

M. 蒸気密度 データなし

N. 比重 1.06
O. 水/ n-オクタノール分配係数 データなし

J. 燃焼又は爆発範囲下限/上限 データなし

K. 蒸気圧 データなし

L. 溶解度 水に僅かに可溶

G. 引火点 >93℃
H. 蒸発速度 <<1 (BuAc=1)
I. 引火性（固体、気体） データなし

D. pH データなし

E. 融点/凝固点 データなし

F. 沸点、初留点及び沸騰範囲 データなし

- 色 灰色

B. 臭い 微量

C. 臭気閾値 データなし

- データなし

9. 物理化学的特性

A. 外観

- 性状 液体（粘性液体）

- 有機蒸気カートリッジ付任意の化学カートリッジレスピレーター

- 空気清浄呼吸器（フル面体および有機蒸気キャニスタ付）

- 未知濃度またはその他の生命や健康に差し迫った危険がある場合：送気マスク（複合式エアラインマスク）、空

気呼吸器（全面型）

- 作業場の近くに洗眼設備と非常洗浄設備（シャワー式）を設置すること。

- 適切な耐化学性手袋を着用すること。

- データなし

- [Titanium dioxide] : TWA 10 mg/m3

B. 設備対策

C. 個人防護具

- 使用前に警告の特性を考慮すること。

- 直結式防毒マスク(有機ガス用)

- 取扱場所の近くに手洗い、洗眼設備等を設け、その位置を明示する。
- 適切な全体換気、局所排気装置を用いること。
- 静電気対策の為、装置等は接地し、電気機器類は防爆型を使用する。

- 作業所はできるだけ自動化し、混合、加熱工程等の設備はできるだけ密閉構造にする。
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○ (呼吸器)

○ (經口)

○ (眼·皮膚)

○ 急性毒性

* 経口毒性

* 経皮毒性 -

* 吸入毒性

○ 皮膚腐食性/刺激性

○ 眼に対する重篤な損傷／刺激性 

○ 呼吸器感作性

○ 皮膚感作性

○ 発がん性

D. 混触危険物質

- 酸化剤、強酸、強アルカリ

E. 危険有害な分解生成物

11. 有害性情報

A. 暴露の可能性が高いルートに関する情報

- データなし

- データなし

- 皮膚刺激

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : ラットに対する経皮投与のLD50＝＞1,600 mg/kg
(CERIハザードデータ集 2001-36 (2002)) に基づき、区分4以上に分類されると考えられるが、確定値が得られていないの
で、「分類できない」とした。

- 強い眼刺激

- アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

B. 有害性

- [Benzoyl peroxide] : ラットLD50=7710mg/kg (SIDS(2002)) 。
- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : ラットに対する経口投与のLD50＝＞1,000
mg/kg、11,400 mg/kg、13,600 mg/kg (以上、CERIハザードデータ集 2001-36 (2002)) に基づき、確定値のうち低い値の
LD50＝11,400 mg/kg
- [Titanium dioxide] : ラットLD50　＞20000mg/kg　（DFGOT(1991))

- 38度を超える温度での保管。
- 品質保持期限を越えた長期間の放置。

- 熱劣化または燃焼により、酸化炭素及び他の毒性ガスまたは蒸気を放出することがある。

- [Benzoyl peroxide] : データが無いので、分類できない。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] ：CERIハザードデータ集 2001-36 (2002)、
DFGOTvol.19 (2003) のヒトにおける症例研究やボランティア試験の結果、また、モルモットに対する皮膚感作性試験結果の記
述及び日本職業・環境アレルギー学会による「皮膚感作性物質」という分類結果から、皮膚感作性を有すると考えられ、区分1と
した。

- [Titanium dioxide] : ウサギ　approxLD50 >10000mg/kg（IUCLID (2000))。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : データなし

- [Benzoyl peroxide] : 「軽度の刺激性」または「刺激性なし」のデータがあり、結論「極く軽度の皮膚刺激性物質」

としているSIDS（2002）ので、区分3とした。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : CERIハザードデータ集 2001-36 (2002)、
DFGOTvol.19 (2003) のウサギに対する皮膚一次刺激性試験結果の記述「皮膚刺激性について刺激性なしから中等度

の刺激性を有する」から、4時間適用試験結果はないが、刺激性を有すると考えられ、区分2とした。

- [Benzoyl peroxide] ：ヒトのマキシマイゼーション試験結果、および職業ばく露による疫学的研究で皮膚感作性が確認されてい
る（SIDS,2002）、また、日本職業・環境アレルギー学会リストに皮膚感作性物質として掲載されている。よって区分１とした。

- [Titanium dioxide] : モルモットを用いた皮膚感作性試験（Maurer optimisation test）で感作性なしの結果（IUCLID
(2000))、および290人の皮膚炎患者群による試験では48時間のパッチテストに誰も反応せず、感作性の証拠が得られ

なかったとの結果（IUCLID (2000))がある。しかし、いずれもList 2のデータであり、かつモルモットを用いた試験
は分類のため推奨されている試験法ではないことから「分類できない」とした。

- [Titanium dioxide] : ウサギを用いた試験で0.5ｇ、24時間の適用で軽度の刺激性（slightly irritating） (IUCLID
(2000))、0.1ｇ、24時間の適用で刺激性なし（not irritating） (IUCLID (2000)) の記載より区分外とした。

- [Benzoyl peroxide] : ウサギにばく露後、24, 48, 72時間後に刺激性が認められる(SIDS,(2002))が、試験または試験方法

によって刺激性の程度に差が有る。よって区分2A-2Bとした。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : CERIハザードデータ集 2001-36 (2002)のウサギに
対する眼刺激性試験結果の記述「刺激性なしから軽度の刺激性を有する」から、軽度の刺激性を有すると考えられ、区分2Bと
した。

- [Titanium dioxide] : ウサギを用いた試験で軽度の刺激性（mild irritaton）との結果 (IUCLID (2000)) より区分2Ｂとし

た。なお、適用5分後に洗浄した別の試験では刺激性なし（not irritating）の結果 (IUCLID (2000))が得られている。
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* IARC

* OSHA

* ACGIH

* NTP

* EU CLP

○ 生殖細胞変異原性

○ 生殖毒性

○ 標的臓器／全身毒性（単回暴露）

○ 標的臓器／全身毒性（反復暴露）

○ 吸入有害性

○ 魚類

○ 甲殻類

○ 藻類

○ 残留性

○ 分解性

B. 残留性と分解性

- データなし

12. 生態学的情報

A. 生態毒性

- データなし

- [Benzoyl peroxide] : 甲殻類（オオミジンコ）の48時間EC50=0.07mg/L

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : 甲殻類（オオミジンコ）の48時間EC50=1.7mg/L

- データなし

- [Titanium dioxide] : ラットおよびマウスに13週間あるいは103週間混餌投与した4試験のいずれの試験においても、ガイダンス
値上限を超える25000 pppm（1250 mg/kg/day）の用量でばく露に起因する影響がない（NTP TR No.97(1979)）ことから、経口投
与で区分外に該当する。一方、20年以上職業暴露している労働者の極くわずかであるが、肺機能の変化は伴わないが、X線検
査で塵肺症変化が明らかになった（DFGOTvol.2 (1991))との記載があるが、酸化チタンが線維化作用を有するかどうかを主な
検討目的とした疫学調査は数多く実施され、その大半が因果関係について否定的で本物質と肺線維症との関連を示す確かな
証拠は見出されていない（DFGOTvol.2 (1991)、ACGIH (2001)、IARC vol. 47 (1989)、PATTY (5th, 2001)）。かつ、ラットに2年
間吸入ばく露により、ガイダンス値上限を超える250 mg/m3（5 days/week, 6 h/day：粉塵）の濃度でも重大な影響が認められてい
ない（IUCLID (2000)）ことから、吸入ばく露でも区分外に該当する。しかし、その他に経皮ばく露のデータがないので、総合的
には「分類できない」とした。

- [Titanium dioxide] : データなし。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : PATTY (4th, 2000)  及びDFGOT vol.19 (2003) の
記述から、生殖毒性試験、催奇形性試験のいずれにおいても、親動物毒性がみられる用量で生殖及び発生への影響

がみられていないことから、区分外とした。

- [Benzoyl peroxide] : ヒトの鼻、のどへの刺激性ありの情報（ACGIH,2001）
- [Titanium dioxide] : ラットの経口投与による致死量が20000 mg/kg以上（DFGOT（1991)）であり、さらにヒトで本

物質の摂取は実質的に無毒と考えられており、１ポンド（453.6 g：ヒト体重60kgとして7560 mg/kg）の摂取により

有害性を示すことなく、24時間以内に糞便中に排泄された（ACGIH (2001)）と記述されていることから、経口では
区分外に該当する。しかし、他経路でのデータが不十分なため「分類できない」とした。なお、ヒュウムは気道を
刺激するとの記載がある具体的なデータはない（HDSB（2005））。

- [Benzoyl peroxide] : A4

- データなし

- データなし

- [Benzoyl peroxide] : マウスによる優性致死試験及びマウス赤血球を用いる小核試験でネガティブ(SIDS,2002)である

ことから、区分外とした。

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : DFGOT vol.19 (2003) の記述から、経世代変異原

性試験 (優性致死試験) で陰性、生殖細胞in vivo変異原性試験 (染色体異常試験) で陰性、体細胞in vivo変異原性試験

(小核試験、染色体異常試験) で陰性であることから、区分外とした。

- [Titanium dioxide] : マウスの腹腔内投与による骨髄細胞小核試験および染色体異常試験（いずれも体細胞in vivo変異

原性試験）で陰性（NTPDB（2005）)の記載より区分外とした。なお、チャイニーズハムスターを用いるin vivo SCE
試験(体細胞in vivo遺伝毒性試験）およびAmes試験、培養細胞を用いる染色体異常試験、マウスリンフォーマアッセ

イ（いずれもin vitro変異原性試験）で陰性の結果が得られている。

- [Titanium dioxide] : Group 2B
- [Benzoyl peroxide] : Group 3

- データなし

- [Titanium dioxide] : A4

- [Benzoyl peroxide] : 雄ラットの生殖器官の重量低下、変性影響があるが、大量（1000mg/kg/day）反復投与による一
般毒性としての臓器障害が雄の生殖器にみられたと考えるべきであり、生殖毒性に関する項目（交尾率や雌ラット
における妊娠率など）には変化がみられていない。また母体毒性が無い状態で、生長阻害仔(runt)の高率出生、仔の

体重増加の有意な低下が認められている(SIDS,2002)が、その毒性学的意義は低い。よって区分外とした。
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○ 生体蓄積性

○ 生分解性

○ 消防法

* 危険等級

○ 労働安全衛生法
* 表示物質

* 通知物質

15. 適用法令

A. 日本国内規制事項

E. 海洋汚染物質

- 該当なし

F. 輸送上の特定の安全対策及び条件

- DOTおよびその他の規定により包装または輸送すること。

- 火災時の非常措置の種類 : データなし

- 流出時の非常措置の種類 : データなし

B. 国連輸送固有名

- データなし

C. 輸送危険クラス（ES）：

- データなし

D. 包装等級

- データなし

- 廃棄物管理法上の規定を遵守すること。

B. 廃棄上の注意

- データなし

14. 輸送上の注意

A. 国連番号

- データなし

- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : 急性毒性が区分1、生物蓄積性が低いものの（BCF≦
42（既存化学物質安全性点検データ））、急速分解性がない（BODによる分解度：0%（既存化学物質安全性点検データ））。

13. 廃棄上の注意

A. 廃棄方法

- 油と水の分離が可能なのは、油と水の分離方法で事前処理すること。

- 焼却して処理する

- データなし

E. オゾン層への有害性

- データなし

F. その他の有害な影響
- [Benzoyl peroxide] : 急速分解性があり（BODによる分解度：84%（既存化学物質安全性点検データ））、かつ生物蓄積

性が低いと推定される(log Kow=3.46（PHYSPROP Database、2005））ことから、区分外とした。

- データなし

C. 生体蓄積性

- データなし

- データなし

D. 土壌中の移動性

- 第4類第4石油類

- Ⅲ

- 法第５７条第１項、施行令第１８条第１号、第２号・別表第９（191 酸化チタン(Ⅳ), 282 ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞｲﾙﾍﾟﾙｵｷｼﾄﾞ）
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* その他

○ 労働基準法

○ 残留性有機汚染物質規制法

○ EU 分類情報

* 分類

* 危険有害性情報

* 注意書き

○ 米国の管理情報

* OSHA規定（29CFR1910.119）

* CERCLA 103 規制 (40CFR302.4)

* EPCRA 302 規制 (40CFR355.30)

* EPCRA 304 規制 (40CFR355.40)

* EPCRA 313 規制 (40CFR372.65)

○ ロッテルダム協約物質 

○ ストックホルム協約物質 

○ モントリオール議定書物質 

- この情報は労働者の健康、環境、安全を保護するため、現在使用可能なDBに基づいて作成してある。

- 法令の改訂及び新しい知見により改訂されることがあります。

B. 作成日

- 2017-08-01

C. 改訂回数及び最終改訂日

- 該当なし

D. その他

16. その他注意事項

A. 参考文献

- このSDSはKOSHA、NITE、ESIS、NLM、SIDS、IPCSなどに基づいて作成してある。

- 危険及び有害性評価は十分ではないので、お取り扱いには十分にご注意ください。

- 本製品安全データシートは当社の製品を適切に使用するために注意する事項を簡単に整理したもので、通常の取り扱

いを対象に作成されております。

- ここに記載された内容は現時点で入手出来た情報やメーカ所有の知見に基づいて作成しており、そのデータや評価は

いかなる保証をなすものではありません。

- [Benzoyl peroxide] : 該当する

- 該当なし

- 該当なし

- 該当なし

- [Benzoyl peroxide] : R3, R7, R36, R43
- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : R36/38, R43, R51/53

- [Benzoyl peroxide] : S2, S3/7, S14, S36/37/39
- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : S2, S28, S37/39, S61

- [Benzoyl peroxide] : 3401.9925 kg 7500 lb

- 該当なし

B. 他の国内および国際法律情報

- 該当なし

- [Benzoyl peroxide] : E; R3 O; R7 Xi; R36 R43
- [4,4'-(1-methylethylidene)bisphenol polymer with (chloromethyl)oxirane] : Xi; R36/38 R43 N; R51-53

- 法第５７条の２、施行令第１８条の２第１号、第２号・別表第９（191 酸化チタン(Ⅳ), 282 ｼﾞﾍﾞﾝｿﾞｲﾙﾍﾟﾙｵｷｼﾄﾞ）

- 該当なし

- 該当なし

- 変異原性物質（ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA型ｴﾎﾟｷｼ樹脂）

- 平成8年労働基準局長通達　基発第182号13  ﾋﾞｽﾌｪﾉｰﾙA型ｴﾎﾟｷｼ樹脂

- GHSに基づく化学品の危険有害性情報の伝達方法－ラベル、作業場内の表示及び安全データシート（SDS）　JIS Z 7253


